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8. 竜巻  

8.1 竜巻  

  竜巻影響評価は，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6 月

19 日原規技発 13061911 号  原子力規制委員会決定）」（以下「ガイド」と

いう。）に基づき実施する。 

  基準竜巻及び設計竜巻の設定は，竜巻検討地域の設定，基準竜巻の最大風

速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流れで実施する。 

8.1.1 竜巻検討地域の設定 

東海第二発電所が立地する地域と，気象条件の類似性の観点及び局所的な

地域性の観点で検討を行い，竜巻検討地域を設定する。 

(1) 気象総観場の分析

   気象条 件の類似性の観点では，気象総観場ごとの竜巻発生位置を整理

し，東海第二発電所と類似の地域を抽出する。竜巻発生要因の総観場は，

気象庁「竜巻等の突風データベース」（ １ ）を基に，独立行政法人原子力安

全基盤機構が東京工芸大学に委託した研究「竜巻による原子力施設への影

響に関する調査研究」（ ２ ）を参考に，低気圧，台風，停滞前線，局所性降

雨，季節風，その他（高気圧等）の 6 つに分類する。なお，低気圧には，

暖気の移入，寒気の移入，停滞前線以外の前線を，停滞前線では梅雨前線

を，局所的降雨では雷雨を含めている。第 8.1－ 1 図に総観場ごとの竜巻

発生位置の分布を示す。

第 8.1－ 2 図の都道府県ごとの竜巻の発生要因別比率に示すとおり，低

気圧起因の竜巻は全国一様に発生していること，一方，台風起因の竜巻は
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日本海側には発生し ておらず，主に 太平洋側で発生して いる ことが分か

る。また，停滞前線起因の竜巻は北海道を除く各地に発生していること，

局所性降雨は内陸部での竜巻発生も促すこと，季節風や高気圧起因とされ

る竜巻の発生数は比較的少ないことが分かる。

(2) 総観場の分析に基づく地域特性の確認

   竜巻発生の地域性が見られる台風起因の発生領域から，太平洋側の宮城

県～沖縄県にかけての範囲を考慮する。東海第二発電所はこの範囲に立地

しており，太平洋側の宮城県～沖縄県を基本として，竜巻の発生頻度の観

点から総観場の気象条件に基づく竜巻検討地域ＴＡ １ の検討を行う。 

東海第二発電所から半径 180km 圏内（ 10 万 km２ 圏）を含む太平洋側

沿岸の海岸線から海側陸側各 5km の範囲を対象として，単位面積当たり

の発生数の比較を第 8.1－ 3 図及び第 8.1－ 1 表に示す。なお，表の竜巻

の個数は各ケースの領域毎における発生した全ての竜巻の個数である。

この結果，福島県から沖縄県にかけての範囲であるＴＡ １ ． ６ のケース

の単位面積当たりの発生数が最も大きくなるため，これを総観場の気象

条件に基づく竜巻検討地域ＴＡ １ とする。
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(3) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認

   局地的な地域性の観点では，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）

及び解説」（ ３ ）に，全国 19 箇所の竜巻集中地域が示されており，第 8.1－

4 図に示すとおり，東海第二発電所は，竜巻集中地域⑰に立地している。

竜巻集中地域⑰を第 8.1－ 1 表のＴＡ １ ． １ とし，これを竜巻集中地域に

基づく竜巻検討地域ＴＡ ２ とする。 

(4) 竜巻検討地域 

東海第二発電所に対する竜巻検討地域について，「総観場の分析に基づ

く地域特性の確認」，「過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認」に

より地域特性を確認 し，竜巻の個数 及び単位面積当たり の発 生数によっ

て，福島県から沖縄県にかけての太平洋沿岸の海岸線から陸側及び海側そ

れぞれ 5km の範囲を竜巻検討地域に設定する。（面積約 57,000km２ ）。  

第 8.1－ 5 図に竜巻検討地域を示す。

8.1.2 基準竜巻の最大風速の設定 

  基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速（Ⅴ Ｂ １ ），及

び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（Ⅴ Ｂ ２ ）のうち，最も大きな

風速を設定する。
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(1) 過去に発生した竜巻による最大風速（Ⅴ Ｂ １ ）  

   過去に発生した竜巻による最大風速の設定に当たっては，竜巻検討地域

における過去最大竜巻はＦ３であり，Ｆスケールと風速の関係より風速は

70m／ s～ 92m／ s であることから，竜巻検討地域で過去に発生した最大竜巻

Ｆ3 の風速範囲の上限値 92m／ s をⅤ Ｂ １ とする。  

   第 8.1－ 2 表に竜巻検討地域におけるＦ３スケール相当以上の竜巻の観

測記録を示す。

(2) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（Ⅴ Ｂ ２ ）  

   竜巻最大風速のハザード曲線は，ガイドに従い，既往の算定方法に基づ

き，具体的には「竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究」 （ ２ ）

を参照して，算定する。本評価は，竜巻データの分析，竜巻風速，被害幅

及び被害長さの確率密度分布の算定，相関係数の算定，並びにハザード曲

線の算定によって構成される。 

竜巻最大風速のハザード曲線の算定は，竜巻検討地域（海岸線から陸側

及び海側それぞれ 5km 全域の範囲）の評価及び竜巻検討地域を海岸線に沿

って 1km 範囲ごとに短冊状に細分化した場合の評価の２とおりで算定し，

過去に発生した竜巻による最大風

速の設定のおける観測データの対

象範囲の設定方針の相違 

（Ｆ３竜巻の発生の有無） 

記載表現の相違 
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そのうち大きな風速を設定する。 

  ａ．海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域の評価 

    本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に移動した陸

上発生竜巻も発生数にカウントする。被害幅及び被害長さは，それぞれ

被害全幅及び被害全長を用いる。 

  ｂ．竜巻の発生頻度の分析  

    気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに，1961 年～ 2012 年 6 月

までの 51.5 年間の統計量をＦスケール別に算出する。なお，観測体制

の変遷による観測データ品質のばらつきを踏まえ，以下の(a)～ (c)の基

本的な考え方に基づいて整理を行う。 

   (a) 被害が小さくて見過ごされやすいＦ０及びＦスケール不明竜巻に

対しては，観測体制が強化された 2007 年以降の年間発生数及び標準

偏差を用いる。 

   (b) 被害が比較的軽微なＦ１竜巻に対しては，観測体制が整備された 

1991 年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

   (c) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられるＦ２及び

Ｆ３竜巻に対しては，観測記録が整備された 1961 年以降の全期間の

年間発生数や標準偏差を用いる。 

    また，Ｆスケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行う。 

    陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び海上で発生し

て陸上へ移動した竜巻については，被害があって初めてそのＦスケール

が推定されるため，陸上でのＦスケール不明の竜巻は，被害が少ないＦ

０竜巻とみなす。 
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海上で発生し，その後上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」という。）

については， その竜巻の スケールを推定 する ことは 困難である ことか

ら，「海岸線から海上 5km の範囲における海上竜巻の発生特性が，海岸

線から内陸 5km の範囲における陸上竜巻の発生特性と同様である。」と

いう仮定に基づいて各Ｆスケールに分類する。その結果，Ｆスケール不

明の海上竜巻の取扱いにより，第 8.1－ 3 表のとおり観測実績に対して

保守性を高めた評価としている。 

  ｃ．年発生数の確率密度分布の設定 

    ハザ ード曲線の評価に当たって竜巻の発生がポアソン過程に従うと

仮定し，使用 する竜巻年 発生数の確率密 度分 布はポ リヤ分布を 採用す

る。 

    竜巻年発生数の確率分布の設定には，ポアソン分布とポリヤ分布が考

えられる。 

    ポアソン分布は，生起確率が正確に分からないまれな現象の場合に有

用な分布である。一方，ポリヤ分布は，発生状況が必ずしも独立でない

まれな現象（ある事象が生ずるのはまれであるが，一旦ある現象が発生

するとその周囲にもその現象が生じやすくなる性質）の場合に有用な分

布である（例えば，伝染病の発生件数）。台風や前線により竜巻が発生

した場合，同時多発的に複数の竜巻が発生する状況が考えられるため，

ポリヤ分布の方が実現象をより反映できると考えられる。 

    また，国内を対象とした竜巻の年発生数の分布の適合性に関する検討

結果は，「竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究」（ ２ ）に示

されており，陸上及び海上竜巻の両方の発生数について，ポリヤ分布の

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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適合性がポアソン分布に比べて優れているとしている。 

東海第二発電所の竜巻検討地域で発生した竜巻を対象に，発生数に関

するポアソン分布及びポリヤ分布の適合性を評価した結果，竜巻検討地

域においても，ポリヤ分布の適合性がポアソン分布に比べて優れている

ことを確認している。 

  ｄ．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率分布並びに相関係数 

    竜巻検討地域における 51.5 年間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長

さを基に，確率密度分布についてはガイド及びガイドが参考としている

「竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究」を参照し，対数正

規分布に従うものとする。（第 8.1－ 6 図～第 8.1－ 8 図）  

    なお，疑似的な竜巻の作成に伴う被害幅又は被害長さの情報がない竜

巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の観測値を与えている。その

際は，被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いることで，被

害幅又は被害長さの平均値が大きくなるように工夫しているとともに，

被害幅又は被害長さ０のデータについて計算に用いておらず，保守的な

評価を行っている。 

    このように，前述のＦスケール不明の竜巻の取扱い等も含め，データ

については保守的な評価となる取扱いを行っている。 

    また，1961 年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，被害幅及び

被害長さについて相関係数を求める。（第 8.1－ 4 表）  

  ｅ．竜巻影響エリアの設定  

検討対象の相違 

記載表現の相違 

プラント配置の相違 
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    竜巻影響エリアは，東海第二発電所の評価対象施設の面積及び設置位

置を考慮して，評価対象施設を包絡する円形のエリア（直径 300m，面積

約 7.1×10４ m２ ）として設定する。（第 8.1－ 9 図） 

    なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存性

は生じない。  

  ｆ．ハザード曲線の算定 

    Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がⅤ ０ 以上となる

確率を求め，ハザード曲線を求める。 

前述のとおり，竜巻の年発生数の確率密度分布としてポリヤ分布の適

合性が高い。ポリヤ分布は式（a） （ ４ ） で示される。 

    ここで， 

       Ｎ：竜巻の年発生数 

       ν：竜巻の年平均発生数 

       Ｔ：年数 

    βは，分布パラメータであり式（b）で示される。  

    ここで， 

       σ：竜巻の年発生数の標準偏差 

検討対象の相違 

竜巻影響エリアの範囲の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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    竜巻影響評価の対象となる構造物が風速Ⅴ ０ 以上の竜巻に遭遇する事

象をＤと定義し，竜巻影響評価の対象構造物が１つの竜巻に遭遇し，そ

の竜巻の風速がⅤ ０ 以上となる確率をＲ（Ⅴ ０ ）としたとき，Ｔ年以内に

いずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がⅤ ０ 以上となる確率は式（c）

で示される。  

    このＲ（Ⅴ ０ ）は，竜巻影響評価の対象地域の面積をＡ ０（つまり竜巻

検討地域の面積約 57,000km２ ）， 1 つの竜巻の風速がⅤ ０ 以上となる面

積をＤＡ（Ⅴ ０ ）とすると式（d）で示される。 

    ここで，Ｅ［ＤＡ（Ⅴ ０ ）］は，ＤＡ（Ⅴ ０ ）の期待値を意味する。 

    本評価では，以下のようにしてＤＡ（Ⅴ ０ ）の期待値を算出し，   

式（ d）によりＲ（Ⅴ ０ ）を推定し，式（c）によりＰ Ｖ ０ ， Ｔ （Ｄ）を求

める。風速をＶ，被害幅をｗ，被害長さをｌ，移動方向をαとし，

ｆ（Ｖ，ｗ，ｌ）等の同時確率密度関数を用いると，ＤＡ（Ⅴ ０ ）の期

待値は式（e）（ ５ ） で示される。 
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ここで，Ｈ（α）及びＧ（α）はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被

害幅方向に沿った面に評価対象構造物を投影した時の長さである。竜

巻影響エリアを円形で設定しているため，Ｈ（α）及びＧ（α）とも

に竜巻影響エリアの直径 300m で一定（竜巻の移動方向に依存しない）

となる。Ｓは竜巻影響エリアの面積（直径 300m の円の面積：約 7.1×

10４ m２ ）を表わす。円の直径をＤ ０ とした場合の計算式は，式（f）で

示される。 

また，風速の積分範囲の上限値はハザード曲線の形状が不自然にな

らない程度に大きな値として 120m／ s に設定する。  

なお，Ｗ（Ⅴ ０ ）は竜巻風速がⅤ ０ 以上となる幅であり，式（g）

（ ５ ） （ ６ ） で示される。この式により，被害幅内の風速分布に応じて被

害様相に分布がある（被害幅の端ほど風速が小さくなる）ことが考慮

されている。  

記載表現の相違 

竜巻検討地域の検討範囲の相違

記載表現の相違 
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    ここで，係数の 1.6 について，既往の研究では，例えば 0.5 又は 1.0

などの値も提案されている。ガイドにて参照している Garson  et al .

（ ６ ） では，観測値が不十分であるため保守的に 1.6 を用いることが推

奨されており，本評価でも 1.6 を用いる。 

    Ｖ ｍ ⅰ ｎ は，竜巻被害が発生する最小風速であり，Garson は Gale 

intensity velocity と呼ばれ，被害が発生し始める風速に位置づけら

れる（Gale とは非常に強い風の意）。 Garson  et al .（ ６ ） では，Ｖ ｍ ⅰ ｎ

は＝ 40mph≒ 18m／ s（ 1mph≒ 1.61km／ h）を提案している。米国の気象

局（National Weather Service）では，34～ 47 ノット（17.5～ 24.2m／

s）とされている。日本の気象庁では，気象通報にも用いられている風

力階級において，風力 8 が疾強風（gale， 17.2～ 20.7m／ s），風力 9

では大強風（strong gale， 20.8～ 24.4m／ s）と分類されており風力 9

では「屋根瓦が飛ぶ，人家に被害が出始める」とされている。  

    以上を参考とし，Ｖ ｍ ⅰ ｎ ＝ 25m／ s とした。この値は，Ｆ０（17～ 32 

m／ｓ）のほぼ中央値に相当する。  

風速場モデルの相違 

記載表現の相違 
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    海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域を対象に算定したハザー

ド曲線より，年超過確率 10－ ５ における風速を求めると，73m／ s とな

る。（第 8.1－ 10 図）  

  ｇ．1km 範囲に細分化した評価 

    1km 範囲ごとに細分化した評価は， 1km 幅は変えずに順次ずらして移

動するケース（短冊ケース）を設定して評価する。評価の条件とし

て，被害幅及び被害長さは，それぞれ 1km 範囲内の被害幅及び被害長

さを用いている。上記評価条件に基づいて，海岸線から陸側及び海側

それぞれ 5km 全域の評価と同様の方法でハザード曲線を算定する。 

これら算定したハザード曲線より，年超過確率 10－ ５ における風速を

求めると，陸側 3～ 4km を対象とした場合の 80m／ s が最大となる。

（第 8.1－ 11 図）  

  ｈ．竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（Ｖ Ｂ ２ ）  

海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域（竜巻検討地域）の評価

と 1km 範囲ごとに細分化した評価を比較して，竜巻最大風速のハザー

ド曲線により設定する最大風速Ｖ Ｂ ２ は，ガイドを参考に年超過確率  

10－ ５ に相当する風速とし，80m／ s とする。（第 8.1－ 12 図）  

(3) 基準竜巻の最大風速の設定 

   過去に発生した竜巻による最大風速Ｖ Ｂ １ ＝ 92m／ s 及び竜巻最大風速の

ハザード曲線による最大風速Ｖ Ｂ ２ ＝ 80m／ s より，東海第二発電所におけ

る基準竜巻の最大風速Ｖ Ｂ は 92m／ s とする。 

評価結果の相違 

（ハザード曲線による風速評価） 

評価結果の相違 

（ハザード曲線による風速評価） 

評価結果の相違 

（ハザード曲線による風速評価） 

評価結果の相違 

（基準竜巻の最大風速の相違） 

検討対象の相違 
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8.1.3 設計竜巻の最大風速の設定 

東海第二発電所が立地する地域の特性として，周辺の地形を考慮して，

基準竜巻の最大風速の割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定す

る。 

(1) 東海第二発電所周辺の地形 

東海第二発電所敷地周辺の地形を第 8.5－ 1 図に示す。 

竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回転の中心

からの距離」及び「周方向の回転速度」の積が一定になるという性質が

ある。そのため，竜巻の渦が上り斜面を移動する時，基本的に渦は弱ま

り，下り斜面を移動する時には強まる。

東海第二発電所が立地する敷地周辺は，最大でも標高 40m 程度のなだ

らかな地形であり，東海第二発電所周辺で発生する竜巻は，敷地周辺の

地形において，竜巻渦の旋回強度に影響を及ぼすと考えられるマイクロ

スケール（数百 m）規模の起伏は認められないことから，地形効果による

竜巻の増幅の可能性は低いとする。

検討対象の相違 

記載方針の相違 

（移動方向での整理は行わない 

ため） 

検討対象の相違 

記載方針の相違

記載方針の相違 

（移動方向での整理は行わない 

ため） 
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(2) 設計竜巻の最大風速Ｖ Ｄ

東海第二発電所では，地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はな

いと考えるが，現状では竜巻の観測数等のデータが十分とまでは言い切れ

ず不確実性があることを考慮し，設計竜巻の最大風速Ｖ Ｄ は，基準竜巻の最

大風速 92m／ s を安全側に切り上げた 100m／ s とする。

8.1.4 設計竜巻の特性値の設定 

  設計竜巻の特性値は，設計竜巻の最大風速（Ｖ Ｄ ）より米国ＮＲＣの基準

類 （ ７ ） を参考として，以下に示す手法に基づき，第 8.1－ 5 表のとおり設定

する。 

(1) 設計竜巻の移動速度（Ｖ Ｔ ） 

   設計竜巻の移動速度（Ｖ Ｔ ）は，ガイドに基づき，「竜巻による原子力

施設への影響に関する調査研究」による風速場モデルに依存しない日本

の竜巻の観測記録に基づいた竜巻移動速度（平均値）と最大風速との関

係を参照して設定されている以下の算定式を用いて，Ｖ Ｄ からＶ Ｔ を算定

する。 

Ｖ Ｔ ＝ 0.15・Ｖ Ｄ

(2) 設計竜巻の最大接線風速（Ｖ Ｒ ｍ ）  

   設計竜巻の最大接線風速（Ｖ Ｒ ｍ ）は，ガイドに基づき，米国ＮＲＣの

基準類 （ ７ ） を参考に設定されている風速場モデルに依存しない以下の式 

記載方針の相違 

(既往研究の知見を明確化) 

検討対象の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

（個別に手法を記載） 

記載表現の相違 

（設定手法を明記） 

記載表現の相違 
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  を用いて算定する。 

Ｖ Ｒ ｍ ＝Ｖ Ｄ －Ｖ Ｔ

(3) 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ ）  

   設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒ ｍ ）は，ガイドに基

づき，「竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究」による日本

の竜巻の観測記録を基に提案された風速場モデルに準拠して以下の値を

用いる。  

Ｒ ｍ ＝ 30（ m）  

(4) 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰ ｍ ａ ｘ ）  

   設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰ ｍ ａ ｘ ）は，ガイドに基づき，米国Ｎ

ＲＣの基準類 （ ７ ） を参考に設定されているランキン渦モデルによる風速

分布に基づいた以下の式を用いて算定する。 

ΔＰ ｍ ａ ｘ ＝ρ・Ｖ Ｒ ｍ
２

   ここで， 

       ρ：空気密度（ 1.22kg／ m３ ）  

(5) 設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ） ｍ ａ ｘ ）  

   設計竜巻の最大気圧低下量（（ｄｐ／ｄｔ） ｍ ａ ｘ ）は，ガイドに基づ

き，米国ＮＲＣの基準類 （ ７ ） を参考に設定されているランキン渦モデル

による風速分布に基づいた以下の式を用いて算定する。 

（ｄｐ／ｄｔ） ｍ ａ ｘ ＝（Ｖ Ｔ ／Ｒ ｍ ）・ΔＰ ｍ ａ ｘ  

（設定手法を明記） 

記載表現の相違 

（設定手法を明記） 

記載表現の相違 

（設定手法を明記） 

記載表現の相違 

（設定手法を明記） 
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第 8.1－ 1 表  竜巻検討地域ＴＡ １ の候補毎の竜巻の個数と単位面積当たり

発生数

第 8.1－ 2 表  竜巻検討地域内で過去（1961 年 1 月～2012 年 6 月）に発生 

したＦ３スケール相当以上の竜巻の観測記録 

第 8.1－ 3 表  竜巻発生数の分析結果 

第 8.1－ 4 表  最大風速，被害幅及び被害長さの対数値の相関係数 

第 8.1－ 5 表  設計竜巻の特性値 

第 8.1－ 1 図  竜巻発生時の総観場の分布(1961 年 1 月～2012 年 6 月 ) 

第 8.1－ 2 図  各都道府県での発生要因別比率
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第 8.1－ 5 図  竜巻検討地域 

第 8.1－ 6 図  最大風速の確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

第 8.1－ 7 図  被害幅の確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

第 8.1－ 8 図  被害長さの確率密度分布（左）と超過確率分布（右） 

第 8.1－ 9 図  竜巻影響エリア  

第 8.1－ 10 図  竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側 5km 範囲）

第 8.1－ 11 図  竜巻検討地域を 1km 幅毎に細分化した場合のハザード曲線 

第 8.1－ 12 図  竜巻最大風速のハザード曲線 

第 8.1－ 13 図  東海第二発電所を中心とした東西 3km×南北 3km の地形  

（国土地理院 5m メッシュ標高データに加筆） 
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1.7 竜巻防護に関する基本方針

1.7.1 設計方針

 (1) 竜巻に対する設計の基本方針

   安全施設が竜巻に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な各種の機能を損なわないよう，基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を

適切に設定し，以下の事項に対して，対策を行い，建屋による防護，構造

健全性の維持及び代替設備の確保等によって，安全機能を損なわない設計

とする。

   また，安全施設は，設計荷重による波及的影響によって，安全機能を損

なわない設計とする。

  ａ．飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離

  ｂ．設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重，及び設計飛来

物による衝撃 荷重を組み 合わせた設計竜 巻荷 重及び その他の組 合せ荷

重（常時作用している荷重，運転時荷重，竜巻以外の自然現象による荷

重及び設計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた設計荷重

  ｃ．竜巻による気圧の低下

  ｄ．外気と繋がっている箇所への風の流入

   竜巻から防護する施設としては，安全施設が竜巻の影響を受ける場合に

おいても，発電用原子炉施設の安全性を確保するために，「発電用軽水型原

子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているク

ラス１，クラス２及びクラス３に該当する構築物，系統及び機器とする。

   竜巻から防護する施設のうちクラス１，クラス２に該当する構築物，系
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統及び機器（以下「竜巻防護施設」という。）として竜巻による影響を評価

し設計する。また，竜巻防護施設を内包する施設についても同様に竜巻に

よる影響を評価し設計する。クラス３に属する施設は，損傷する場合を考

慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間に修復すること等の対応が可能な設計とすることにより，安全機能が維

持されることから，竜巻による影響を評価する対象から除外する。

   竜巻防護施設については「 1.7.1(3) 竜巻防護施設」にて記載する。竜

巻防護施設を内包する施設については，「1.7.1(4) 竜巻防護施設を内包す

る施設」にて記載する。竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設につい

ては，「1.7.1(5) 竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設」にて記載

する。 

   竜巻に対する防護設計を行う，竜巻防護施設，竜巻防護施設を内包する

施設及び竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設を「評価対象施設」

という。

   なお，「基準地震動および耐震設計方針に係る審査ガイド」の重要度分

類における耐震Ｓクラスの設計を要求される設備（系統，機器）及び建屋，

構築物のうち，竜巻の影響を受ける可能性がある設備を抽出した結果，追

加で「1.7.1(3) 竜巻防護施設」に反映する施設はない。 

   竜巻防護施設の安全機能を損なわないようにするため，竜巻防護施設に

影響を及ぼす飛来物の発生防止対策をするととともに，作用する設計荷重

に対する竜巻防護施設の構造健全性の維持，竜巻防護施設を内包する区画

の構造健全性の確保，若しくは，飛来物による損傷を考慮し安全上支障の

記載表現の相違 

記載方針の相違 

（耐震Ｓクラス設備の抽出結果の

記載） 
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ない期間での修復等の対応，又は，それらを適切に組み合わせた設計とす

る。

   屋外に 設置する竜巻防護施設の構造健全性の維持又は竜巻防護施設を

内包する区画の構造健全性の確保において，それらを防護するために設置

する竜巻飛来物防護対策設備は，防護ネット，防護鋼板等から構成し，飛

来物から竜巻防護施設を防護できる設計とする。

(2) 設計竜巻の設定 

   「添付書類六 8. 竜巻」において設定した基準竜巻の最大風速は 92m

／ s とする。 

   設計竜巻の設定に際して，東海第二発電所は敷地が平坦であるため，地

形効果による風の増幅を考慮する必要はないことを確認したが，基準竜巻

の最大風速を安全側に切り上げて，設計竜巻の最大風速は 100m／ s とす

る。 

(3) 竜巻防護施設 

   竜巻防護施設は，外殻となる施設（建屋，構築物）に内包され，外気と

繋がっておらず設計竜巻荷重の影響から防護される施設（以下「外殻とな

る施設による防護される施設（外気と繋がっている施設を除く。）」とい

う。），外殻となる施設（建屋，構築物）に内包されるが設計竜巻荷重の

影響から防護が期待できない施設（以下「外殻となる施設による防護機能

が期待できない施設」という。），外殻となる施設（建屋，構築物）に内

包されるため，設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷

重の影響から防護されるが，外気と繋がっており設計竜巻の気圧差による

記載表現の相違 

検討対象の相違 

記載表現の相違 

記載方針の相違（設計竜巻と評価

用設計竜巻の使い分け） 
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荷重の影響を受ける施設（以下「屋内の施設で外気と繋がっている施設」

という。）及び設計竜巻荷重の影響を受ける屋外施設（以下「屋外施設」

という。）に分類し，以下のように抽出する。 

  ａ．外殻となる施設による防護される施設（外気と繋がっている施設を除

く。） 

  ｂ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施設 

    外殻となる 施設による防 護機 能が期待できな い施設は， 「 1.7.1(4)

竜巻防護施設を内包する施設」として、抽出した建屋，構築物の構造健

全性の評価を行い，外殻となる施設による防護機能が期待できない施設

を抽出する。  

   (a) 中央制御室換気系ファン（空気調和器含む） 

   (b) 中央制御室換気系フィルタユニット 

    （以下(a)(b)を区別不要の場合は「中央制御室換気系ファン」という。）

   (c) 非常用電源盤 

   (d) 非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備 

   (e) 使用済燃料プール 

   (f) 燃料プール冷却浄化系真空破壊弁 

   (g) 使用済燃料乾式貯蔵容器 

  ｃ．屋内の施設で外気と繋がっている施設及び屋外施設 

   ＜屋内の施設で外気と繋がっている施設＞ 

   (a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む） 

   (b) 非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト 

   (c) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気系ダクト 

    （以下(b)(c)を区別不要の場合は「ディーゼル発電機室換気系ダクト」

設備名称の相違 

（対象設備を詳細に記載） 
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添八(6 条[竜巻])5/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

という。） 

   (d) 原子炉建屋換気系隔離弁，ダクト 

   ＜屋外施設＞ 

   (a) 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ 

   (b) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気フィルタ 

    （以下(a)(b)を区別不要の場合は「ディーゼル発電機吸気フィルタ」

という。） 

   (c) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

   (d) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

    （以下 (c)(d)を区別不要の場合は「ディーゼル発電機室ルーフベント

ファン」という。） 

   (e) 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む） 

   (f) 残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含む） 

   (g) 残留熱除去系海水系ストレーナ  

   (h) 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ（配管，弁含む） 

   (i) 非常用ディーゼル発電機海水ストレーナ 

   (j) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水ポンプ（配管，弁含む）

   (k) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水ストレーナ 

    （以下 (f)～ (k)を区別不要の場合は「海水ポンプ室内設備」という。）

   (l) 非常用ガス処理系排気配管 

   (m) 排気筒 

(4) 竜巻防護施設を内包する施設 

   竜巻防護施設を内包する施設を，以下のとおり抽出する。 



玄海原子力発電所／東海第二発電所 設置変更許可申請書補正 比較表 【対象項目： 添付書類八第 6 条 】【担当 Gr.：プラ安向[外事]】

添八(6 条[竜巻])6/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

   (a) 原子炉建屋（原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ等を内包） 

   (b) タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁等を内包） 

   (c) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内包） 

   (d) 軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タンクを内包） 

(5) 竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

   竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設としては，当該施設の破損

等により竜巻防護施 設に波及的影響 を及ぼして安全機能 を損 なわせる可

能性がある施設，又はその施設の特定の区画とする。 

   具体的には，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度クラス１，

２，３及びノンクラス）の中から，竜巻防護施設に機械的影響を及ぼし得

る施設及び竜巻防護 施設に機能的影 響を及ぼし得る施設 を以 下のとおり

抽出する。 

設備名称の相違 

記載方針の相違 

記載方針の相違 

（検討範囲の記載 

 機械的影響と機能的影響に分け

て説明） 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

  ａ．竜巻防護施設に機械的影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護施 設に機械的 影響を 及ぼし得 る施設と して は，施 設の高 さ

と，竜巻防護 施設及び竜 巻防護施設を内 包す る施設 との距離を 考慮し

て，竜巻防護施設を内包する施設に隣接している施設，倒壊により竜巻

防護施設を損 傷させる可 能性がある施設 を竜 巻防護 施設に波及 的影響

を及ぼし得る施設として抽出する。  

   (a) サービス建屋 

   (b) 海水ポンプ室 

   (c) 鋼製防護壁  

   (d) 排気筒 

  ｂ．竜巻防護施設に機能的影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，屋外にある竜

巻防護施設の附属設備で，気圧差等による損傷により竜巻防護施設の安全

機能を損なわせる可 能性がある施設 を竜巻防護施設に波 及的 影響を及ぼ

し得る施設として抽出する。

   (a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器 

   (b) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器 

    （以下 (a)(b)を区別不要の場合は「ディーゼル発電機排気消音器」と

いう。）  

   (c) 非常用ディーゼル発電機排気配管 

   (d) 非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管 

   (e) 非常用ディーゼル発電機機関ベント管 

   (f) 非常用ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管 

   (g) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気配管 

記載表現の相違 

記載方針の相違 

（機械的影響を及ぼす施設の 

 説明を記載） 

設備名称の相違

記載表現の相違 

記載方針の相違 

（機能的影響を及ぼす施設の 

 説明を記載） 

設備名称の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

   (h) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管 

   (i) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機関ベント管 

   (j) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタンク  

ベント管 

    （以下(c)～ (j)を区別不要の場合は「ディーゼル発電機附属設備配管」

という。） 

   (k) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 

   (l) 非常用ディーゼル発電機海水配管（放出側） 

   (m) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水配管（放出側） 

    （以下(k)～ (m)を区別不要の場合は「海水ポンプ室内設備附属配管（放

出側）」という。） 

(6) 設計飛来物の設定

東海第二発電所敷地全体を俯瞰した現地調査及び検討を行い，発電所構

内の資機材，車両等の設置状況を踏まえ，評価対象施設に衝突する可能性

のある飛来物を抽出する。

   設計飛来物は，浮き上がりの有無，運動エネルギ及び貫通力を踏まえ，

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発

13061911 号  原子力規制委員会決定）」を参照して鋼製材を設定する。 

   また， 竜巻飛来物防護対策設備の防護ネットを通過し得る可能性があ

り，鋼製材にて包含できないことから，砂利も設計飛来物とする。  

   第 1.7－ 1 表に東海第二発電所における設計飛来物を示す。 

   飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出した飛来物や持

ち込まれる資機材，車両等の寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，

運動エネルギ及び貫通力を考慮して，衝突時に建屋等又は竜巻飛来物防護

検討対象の相違 

飛散評価方針の相違 

（フジタモデルでの飛散評価） 

記載表現の相違 

設計飛来物の相違 

（設計飛来物＋砂利） 

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

対策設備に与え るエ ネルギ又は貫 通力が設計飛来物によ るも のより大き

く，竜巻防護施設を防護できない可能性があるものは固縛，固定又は竜巻

防護施設及び竜巻防護施設を内包する施設からの離隔を実施し，確実に飛

来物とならない運用とする。

(7) 荷重の組合せと許容限界 

  竜巻に対する防護設計を行うため，評価対象施設に作用する設計竜巻

荷重の算出，設計竜巻荷重の組合せの設定，設計竜巻荷重と組み合わせ

る荷重の設定及び許容限界について以下に示す。 

  ａ．評価対象施設に作用する設計竜巻荷重 

    設計竜巻により評価対象施設に作用する荷重として「風圧力による

荷重（Ｗ Ｗ ）」，「気圧差による荷重（Ｗ Ｐ ）」及び「設計飛来物によ

る衝撃荷重（Ｗ Ｍ ）」を以下に示すとおり算出する。 

   (a) 風圧力による荷重（Ｗ Ｗ ） 

     設計竜巻の最大風速による荷重であり，「建築基準法施行令」

（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号），「日本建築学会 建築物荷

重指針・同解説」及び建設省告示 1454 号（平成 12 年 5 月 31 日）に

準拠して，次式のとおり算出する。 

Ｗ Ｗ ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで，  

Ｗ Ｗ ：風圧力による荷重 

ｑ  ：設計用速度圧 

Ｇ  ：ガスト影響係数（＝1.0）  

Ｃ  ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

等） に応じて設定する。） 

Ａ  ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1/2）・ρ・Ｖ Ｄ
２

ここで，  

ρ  ：空気密度 

Ｖ Ｄ ：設計竜巻の最大風速 

     ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速とし

て算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる評

価対象施設が存在する場合には，鉛直方向の最大風速等に基づいて

算出した鉛直方向の風圧力についても考慮した設計とする。 

   (b) 気圧差による荷重（Ｗ Ｐ ） 

     外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受

ける設備及び竜巻防護施設を内包する施設の建屋壁，屋根等におい

ては，設計竜巻による気圧低下によって生じる評価対象施設の内外

の気圧差による圧力荷重が発生し，保守的に「閉じた施設」を想定

し次式のとおり算出する。  

     Ｗ Ｐ ＝ΔＰ ｍ ａ ｘ Ａ  

ここで，  

Ｗ Ｐ   ：気圧差による荷重 

ΔＰ ｍ aｘ ：最大気圧低下量 

Ａ    ：施設の受圧面積 

   (c) 設計飛来物による衝撃荷重（Ｗ Ｍ ） 

     飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して設計飛来物が評価対象

施設に衝突した場合の影響が大きくなる向きで衝撃荷重を算出す

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

る。  

  ｂ．設計竜巻荷重の組合せ  

評価対象施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻による風圧

力による荷重（Ｗ Ｗ ），気圧差による荷重（Ｗ Ｐ ）及び設計飛来物によ

る衝撃荷重（Ｗ Ｍ ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重Ｗ Ｔ １ 及び

Ｗ Ｔ ２ は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下のとおり設

定する。 

      Ｗ Ｔ １ ＝Ｗ Ｐ  

      Ｗ Ｔ ２ ＝Ｗ Ｗ ＋ 0.5・Ｗ Ｐ ＋Ｗ Ｍ

    なお，評価対象施設にはＷ Ｔ １ 及びＷ Ｔ ２ の両荷重をそれぞれ作用させ

る。 

  ｃ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

    設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおり設定する。 

   (a) 評価対象施設に常時作用する荷重，運転時荷重 

評価対象施設に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷

重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。 

   (b) 竜巻以外の自然現象による荷重  

     竜巻は，積乱雲及び積雲に伴って発生する現象であり （ １ ） ，積乱

雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，

雪，雹及び大雨である。これらの自然現象の組合せにより発生する

荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡されることから，設計竜

巻荷重と組み合わせる荷重として考慮しない。 

    ⅰ ) 雷  

竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラント

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載方針の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

への影響は雷撃であるため，雷による荷重は発生しない。

    ⅱ ) 雪  

上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻通過時に雪は降らない。ま

た，下降流の竜巻通過時は，竜巻通過前に積もった雪の大部分は

竜巻の風により吹き飛ばされ，雪による荷重は十分小さく設計竜

巻荷重に包絡される。

    ⅲ ) 雹

雹は積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒 （ ２ ） であり，仮に直

径 10cm 程度の大型の雹を想定した場合でも，その重量は約 0.5kg

である。  

竜巻と雹が同時に発生する場合においても，直径 10cm 程度の雹

の終端速度は 59m／ s（ ３ ） ，運動エネルギは約 0.9kJ であり，設計

飛来物の運動エネルギと比べ十分に小さく，雹の衝突荷重は設計

竜巻荷重に包絡される。 

    ⅳ ) 大雨

      竜巻と大雨が同時に発生する場合においても，雨水により屋外

施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重は十

分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。  

   (c) 設計基準事故時荷重  

     竜巻防護施設は，設計竜巻によって安全機能を損なわない設計と

するため，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。 

     設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいこと

から，設計基準事故時荷重と設計竜巻との組合せは考慮しない。 

記載方針の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載方針の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

     仮に，風速が低く発生頻度が高い竜巻と設計基準事故が同時に発

生する場合，評価対象施設のうち設計基準事故時荷重が生じ，竜巻

による風荷重等の影響を受ける屋外設備としては動的機器である残

留熱除去系海水系ポンプ等が考えられるが，設計基準事故時におい

ても残留熱除去系海水系ポンプ等の圧力及び温度が変わらず，運転

時荷重が変化することはないため，設計基準事故により考慮すべき

荷重はなく，竜巻と設計基準事故時荷重の組合せは考慮しない。

  ｄ．許容限界

    建屋，構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通及び裏

面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する部

材厚（貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ）と部材の最小厚さを比較

することにより行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応

力が以下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を

下回る設計とする。 

・建築基準法  

・日本工業規格 

・日本建築学会及び土木学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会） 

記載表現の相違 

引用する基準・指針類の相違 

記載の適正化  
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類等 

    系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通の有無

の評価については，貫通が発生する部材厚（貫通限界厚さ）と部材の

最小厚さを比較することにより行う。設計飛来物が貫通することを考

慮する場合には，設計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及

び機器に発生する応力が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定し

た許容応力度等に基づく許容限界を下回る設計とする。 

・日本工業規格 

・日本機械学会の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会） 

   等  

(8) 評価対象施設の防護設計方針 

評価対象施設の設計荷重に対する防護設計方針を以下に示す。 

  ａ．竜巻防護施設のうち，外殻となる施設による防護される施設（外気

と繋がっている施設を除く。） 

    竜巻防護施設のうち，外殻となる施設による防護される施設（外気

と繋がっている施設を除く。）は，建屋，構築物の外殻となる防護機

能により設計荷重に対して影響を受けない設計とする。  

ただし，外殻となる施設（建屋，構築物）の防護機能が期待できな

い場合には，「ｂ．外殻となる施設による防護機能が期待できない施

設」のとおりとする。 

  ｂ．竜巻防護施設のうち，外殻となる施設による防護機能が期待できな

い施設 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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添八(6 条[竜巻])15/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

外殻となる施設（建屋，構築物）に内包される竜巻防護施設のう

ち，外殻となる施設が設計竜巻の影響により健全性が確保されず，貫

通又は裏面剥離が発生し安全機能を損なう可能性がある場合には，施

設の補強，竜巻飛来物防護対策設備又は運用による竜巻防護対策を実

施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

  ｃ．竜巻防護施設のうち，屋内の施設で外気と繋がっている施設及び屋

外施設 

外殻となる施設に内包され防護される竜巻防護施設のうち，外気と

繋がる施設は，設計荷重の影響を受けても，安全機能を損なわない設

計とする。 

    屋外の竜巻防護施設は，設計荷重による影響により安全機能を損な

わない設計とする。安全機能を損なう場合には，防護ネット等の竜巻

飛来物防護対策設備又は運用による竜巻防護対策を実施することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。  

  ｄ．竜巻防護施設を内包する施設 

    竜巻防護施設を内包する施設は，設計荷重に対して，構造骨組の構

造健全性が維持されるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破損に

より内包される竜巻防護施設が安全機能を損なわない設計とする。ま

た，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生により内

包される竜巻防護施設が安全機能を損なわない設計とする。 

  ｅ．竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

    竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設については，設計荷重

による影響を受ける場合においても，竜巻防護施設に影響を及ぼさな

いよう，設備又は運用よる竜巻防護対策を実施することにより，竜巻

記載表現の相違 

記載方針の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 
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添八(6 条[竜巻])16/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

防護施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   以上の評価対象施設の防護設計を考慮して，設計竜巻から防護する施設

及び竜巻防護対策等を第 1.7－ 2 表に，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼ

し得る施設及び竜巻防護対策等を第 1.7－ 3 表に，竜巻防護施設を内包す

る施設及び竜巻防護対策等を第 1.7－ 4 表に示す。 

(9) 竜巻防護施設を内包する施設の設計

   竜巻防護施設を内包する施設の設計においては，設計荷重に対して，構

造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，壁及び開口部（扉類）

の破損により施設内の竜巻防護施設が安全機能を損なわない設計とする。

また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により施

設内の竜巻防護施設が安全機能を損なわない設計とする。

  ａ．原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

    原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋は，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重，設計飛来物の衝撃荷重及び常時作用す

る荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋

根，壁，開口部（扉類）の破損により当該建屋内の竜巻防護施設が安

全機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物の衝突時において

も，貫通及び裏面剥離の発生により，当該建屋内の竜巻防護施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

    なお，原子炉建屋原子炉棟外壁のブローアウトパネルについては，

設計竜巻による気圧低下により開放する可能性があり，原子炉建屋原

子炉棟の放射性物質の閉じ込め機能を損なう可能性があるが，設計竜

記載表現の相違 

設備名称の相違 

記載方針の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，安全

上支障のない期間に補修が可能な設計とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。 

  ｂ．軽油貯蔵タンクタンク室

    軽油貯蔵タンクタンク室は，地下埋設されていることを考慮する

と，風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用しないこ

とから，気圧差による荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，

構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

(10) 竜巻防護施設及び竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計 

   竜巻防護施設は，構造健全性を損なわないこと又は取替え，補修が可能

なことにより，安全機能を損なわない設計とする。また，竜巻防護施設に

波及的影響を及ぼし得る施設は，構造健全性を確保すること，設計上の要

求を維持すること又は安全上支障のない期間での修復等の対応により，竜

巻防護施設の安全機能を損なわない設計とする。

  ａ．竜巻防護施設のうち，外殻となる施設による防護される施設（外気

と繋がっている施設を除く。） 

外殻となる施設による防護される竜巻防護施設（外気と繋がっている

施設を除く。）は，原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建

屋，軽油貯蔵タンクタンク室に内包され，設計荷重から防護されること

によって，安全機能を損なわない設計とする。

設備名称の相違 

記載方針の相違 

記載表現の相違 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

  ｂ．竜巻防護施設のうち，外殻となる施設による防護機能が期待できな

い施設 

    原子炉建屋附属棟については，設計飛来物の衝突により開口部建具等

を貫通することを考慮し，開口部建具付近の竜巻防護施設のうち，設計

飛来物の衝突 により影響 を受ける可能性 があ る中央 制御室換気 系ファ

ン，非常用電源盤が安全機能を損なわない設計とする。 

    原子炉建屋原子炉棟外壁のブローアウトパネルについては，設計竜巻

による気圧低下により開放されることを考慮し，ブローアウトパネル開

放部付近の竜巻防護施設のうち，設計飛来物の衝突により影響を受ける

可能性がある非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循環系設備，使用

済燃料プール 及び燃料プ ール冷却浄化系 真空 破壊弁 が安全機能 を損な

わない設計とする。 

    使用済燃料乾式貯蔵建屋は，設計飛来物の衝突に対し，建屋上部の開

口部に貫通が発生することを考慮し，使用済燃料乾式貯蔵建屋内部の竜

巻防護施設で，設計飛来物の衝突により影響を受ける可能性がある使用

済燃料乾式貯蔵容器が安全機能を損なわない設計とする。 

   (a) 中央制御室換気系ファン 

     中央制御室換気系ファンは，設計飛来物の衝突により，原子炉建屋

附属棟 4 階開口部建具に貫通が発生することを考慮し，補強等の竜巻

防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，中央制御室

換気系ファンの構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計と

する。 

   (b) 非常用電源盤 

記載表現の相違 

記載方針の相違 

（個別設備の防護方針） 
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

     非常用電源盤は，設計飛来物の衝突により，原子炉建屋附属棟１階

電気室扉に貫通が発生することを考慮し，電気室扉の補強等の竜巻防

護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，非常用電源盤

の構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

   (c) 非常用ガス処理系設備，非常用ガス再循環系設備 

     非常用ガス処理系設備，非常用ガス再循環系設備は，建屋に内包さ

れていることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷重は作用

しない。また，原子炉建屋原子炉棟外壁のブローアウトパネルについ

ては，竜巻襲来による気圧低下により開放されることを考慮しても，

ブローアウトパネルの配置高さを考慮すると，設計飛来物は到達しな

いため，衝撃荷重は作用しない。 

以上より，非常用ガス処理系設備，非常用ガス再循環系設備には，

設計竜巻荷重は作用せず，構造健全性が維持され安全機能を損なわな

い。  

   (d) 使用済燃料プール，燃料プール冷却浄化系真空破壊弁 

     使用済燃料プール，燃料プール冷却浄化系真空破壊弁は，建屋に内

包されていることを考慮すると，風圧力による荷重及び気圧差荷重は

作用しない。また，原子炉建屋原子炉棟外壁のブローアウトパネルに

ついては，竜巻襲来による気圧低下により開放されることを考慮して

も，ブローアウトパネルの配置高さを考慮すると，設計飛来物は到達

しないため衝撃荷重は作用しない。 

以上より，使用済燃料プール，燃料プール冷却浄化系真空破壊弁に

は設計竜巻荷重が作用せず，構造健全性が維持され安全機能を損なわ

ない。 

   (e) 使用済燃料乾式貯蔵容器  
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玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

     使用済燃料乾式貯蔵容器は，建屋に内包されていることを考慮する

と，風圧力による荷重及び気圧差荷重は作用しない。使用済燃料乾式

貯蔵建屋上部の開口部に貫通が発生することを考慮し，設計飛来物の

衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持

され，安全機能を損なわない設計とする。  

  ｃ．竜巻防護施設のうち，屋内の施設で外気と繋がっている施設及び屋

外施設 

   ＜屋内の施設で外気と繋がっている施設＞ 

   (a) 中央制御室換気系隔離弁，ファン 

     中央制御室換気系隔離弁，ファンは，建屋に内包されていることを

考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。さらに，中央制御室換

気系の取入口の建屋開口部を設計飛来物が貫通し，中央制御室換気系

隔離弁に衝突し安全機能を損なうことを考慮して，防護ネットの設置

等の竜巻防護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，気

圧差による荷重，中央制御室換気系に常時作用する荷重に対して，構

造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

   (b) ディーゼル発電機室換気系ダクト 

     ディーゼル発電機室換気系ダクトは，建屋に内包されていることを

考慮すると，風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は作用

しないことから，気圧差による荷重，ディーゼル発電機室換気系に常

時作用する荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

   (c) 原子炉建屋換気系隔離弁，ダクト 

     原子炉建屋換気系隔離弁，ダクトは，建屋に内包されていることを

考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。さらに，原子炉建屋附

記載方針の相違 

（個別設備の防護方針） 
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属棟 4 階開口部建具に貫通が発生することを考慮し，補強等の竜巻防

護対策を行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，気圧差による

荷重，原子炉建屋換気系に常時作用する荷重に対して，構造健全性が

維持され安全機能を損なわない設計とする。 

   ＜屋外施設＞ 

   (a) ディーゼル発電機吸気フィルタ  

     ディーゼル発電機吸気フィルタは，設計飛来物が衝突により貫通す

ることを考慮しても，閉塞することがなく，ディーゼル発電機の吸気

機能が維持される設計とする。さらに，風圧力による荷重，気圧差に

よる荷重及びデ ィーゼル発電 機吸気フィ ルタに常時 作用 する荷重に

対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。

   (b) ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

     ディーゼル発電機室ルーフベントファンは，設計飛来物の衝突によ

り貫通することを考慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を

行うことにより，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気

圧差による荷重に対して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

   (c) 中央制御室換気系冷凍機 

     中央制御室換気系冷凍機は，設計飛来物の衝突により貫通すること

を考慮して，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことによ

り，設計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び中央制御室換気系冷凍機に常時作用する荷重に対して，構造健

全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

   (d) 海水ポンプ室内設備  

     海水ポンプ室内設備は，設計飛来物の衝突により貫通することを考

記載方針の相違 

（個別設備の防護方針） 
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慮し，防護ネットの設置等による竜巻防護対策を行うことにより，設

計飛来物の衝突を防止し，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び

海水ポンプ室内設備に常時作用する荷重に対して，構造健全性が維持

され，安全機能を損なわない設計とする。  

   (e) 非常用ガス処理系排気配管 

     非常用ガス処理系排気配管は，設計飛来物が衝突により貫通するこ

とを考慮しても，閉塞することはなく，非常用ガス処理系排気配管の

排気機能が維持される設計とする。さらに，非常用ガス処理系排気配

管は開かれた構造物であり気圧差荷重も作用しないことから，風圧力

による荷重及び 非常用ガス処 理系排気配 管に常時作 用す る荷重に対

して，構造健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

   (f) 排気筒  

     排気筒は，設計飛来物の衝突により貫通することを考慮しても，閉

塞することはなく，排気筒の排気機能が維持される設計とする。さら

に，排気筒は開 かれた構造物 であり気圧 差荷重は作 用し ないことか

ら，風圧力による荷重及び排気筒に常時作用する荷重に対して，構造

健全性が維持され，安全機能を損なわない設計とする。 

     また，排気筒の支持機能に対しては，設計飛来物の衝突により部材

が損傷した場合においても構造健全性が維持され，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  ｄ．竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

   (a) サービス建屋 

     サービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来

物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊によ

り竜巻防護施設 を内包する施 設へ波及的 影響を及ぼ さな い設計とす

記載方針の相違 

（個別設備の防護方針） 
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る。  

   (b) 海水ポンプ室 

     海水ポンプ室は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来

物による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，補強等を

行うことで，倒壊により竜巻防護施設へ波及的影響を及ぼさない設計

とする。 

   (c) 鋼製防護壁  

     鋼製防護壁は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物

による衝撃荷重及び自重等の常時作用する荷重に対して，倒壊により

竜巻防護施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

   (d) 排気筒 

     排気筒は，竜巻防護施設として，構造健全性が維持され，安全機能

を損なわない設計としており，転倒により竜巻防護施設を内包する施

設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。  

   (e) ディーゼル発電機排気消音器 

     ディーゼル発電機排気消音器は，設計飛来物の衝突により貫通する

ことを考慮しても，ディーゼル発電機排気消音器が閉塞することがな

く，ディーゼル発電機等の排気機能が維持される設計とする。さらに，

ディーゼル発電機排気消音器が風圧力による荷重，気圧差による荷重

及び自重等の常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。 

以上より，ディーゼル発電機排気消音器が，竜巻防護施設であるデ

ィーゼル発電機等に機能的影響を及ぼさず，ディーゼル発電機等が安

全機能を損なうことのない設計とする。 

   (f) ディーゼル発電機附属設備配管  



玄海原子力発電所／東海第二発電所 設置変更許可申請書補正 比較表 【対象項目： 添付書類八第 6 条 】【担当 Gr.：プラ安向[外事]】

添八(6 条[竜巻])24/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 

     ディーゼル発電機附属設備配管は，設計飛来物の衝突により貫通す

ることを考慮しても，ディーゼル発電機附属設備配管が閉塞すること

がなく，ディーゼル発電機等の排気機能等が維持される設計とする。

さらに，ディーゼル発電機附属設備配管が風圧力による荷重，気圧差

による荷重及び ディーゼル発 電機附属設 備配管に常 時作 用する荷重

に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。

以上より，ディーゼル発電機附属設備配管が，竜巻防護施設である

ディーゼル発電機等に機能的影響を及ぼさず，ディーゼル発電機等が

安全機能を損なわない設計とする。

   (g) 海水ポンプ室内設備配管（放出側） 

     海水ポンプ室内設備附属配管（放出側）は，設計飛来物の衝突によ

り貫通することを考慮しても，海水ポンプ室内設備附属配管（放出側）

が閉塞することがなく，海水ポンプ室内設備の機能等が維持される設

計とする。さらに，海水ポンプ室内設備附属配管（放出側）が風圧力

による荷重，気圧差による荷重及び海水ポンプ室内設備附属配管（放

出側）に常時作用する荷重に対して，構造健全性を維持し，安全機能

を損なわない設計とする。

以上より，海水ポンプ室内設備附属配管（放出側）が，竜巻防護施

設である海水ポンプ室内設備に機能的影響を及ぼさず，海水ポンプ室

内設備が安全機能を損なわない設計とする  
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(11) 竜巻随伴事象に対する評価 

   竜巻随伴事象として，過去の竜巻被害事例及び東海第二発電所の施設の

配置から想定される事象とし，火災，溢水及び外部電源喪失を抽出し，事

象が発生する場合においても，竜巻防護施設の安全機能を損なわない設計

とする。  

  ａ．火災 

    竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の発火性又

は引火性物質を内包する機器に衝突する場合，屋外の危険物タンク等に

飛来物が衝突する場合の火災が想定される。 

    建屋内については，設計飛来物が侵入する場合でも，建屋開口部付近

には，原子炉施設の安全機能を損なわせる可能性がある発火性又は引火

性物質を内包する機器は配置されておらず，また，竜巻防護施設を設置

している区画 の開口部に は防護ネット設 置等 の飛来物 防護対策を行 う

ことを考慮すると飛来物が到達することはないことから，設計竜巻によ

り建屋内に火災が発生することはなく，建屋内の竜巻防護施設の安全機

能を損なうことはない。

    建屋外については，発電所敷地内の屋外にある危険物タンクの火災が

ある。竜巻防 護施設は外 部火災影響評価 対象 施設に 包含される ことか

ら，外部火災評価における発電所敷地内の危険物タンクの火災影響評価

と同様であり，火災源と外部火災影響評価対象施設の位置関係を踏まえ

て火災の影響を評価した上で，外部火災影響評価対象施設が安全機能を

検討対象の相違 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

記載方針の相違 
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損なわない設計とすることを「1.9 外部火災防護に関する基本方針」に

記載する。 

 以上より，竜巻随伴事象としての火災に対して竜巻防護施設は安全機

能を損なわない。

  ｂ．溢水 

    竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の溢水源に

衝突する場合 ，屋外タン クに飛来物が衝 突す る場合 の溢水が想 定され

る。 

竜巻防護施設を内包する建屋内については，設計飛来物が侵入する場

合でも，建屋開口部付近に飛来物が衝突し，原子炉施設の安全機能を損

なう可能性がある溢水源が配置されておらず，また，竜巻防護施設を設

置している区画の開口部には，原子炉施設の安全機能を損なう可能性が

ある溢水源が配置されておらず，防護ネット設置等の飛来物防護対策を

行うことを考慮すると，飛来物が到達することはないことから，設計竜

巻により建屋内に溢水が発生することはなく，建屋内の竜巻防護施設の

安全機能を損なうことはない。 

    建屋外については，設計竜巻による飛来物の衝突による屋外タンクの

破損に伴う溢水を想定されるが，「1.6 溢水に関する基本方針」にて，

地震時の屋外タンクの破損を想定し，地震起因の溢水が安全系機器に影

響を及ぼさない設計としており，竜巻随伴事象による屋外タンク等が損

傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡されることから，竜巻防護

施設の安全機能維持に損なわない。  

    以上より，竜巻随伴事象としての溢水に対して竜巻防護施設は安全機

能を損なわない。 

記載表現の相違 

記載方針の相違 
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  ｃ．外部電源喪失  

    設計 竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト等の

影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計竜巻に対して

ディーゼル発電機の構造健全性を維持することにより，外部電源喪失の

影響がなく竜巻防護施設が安全機能を損なわない設計とする。  

1.7.2 手順等 

   竜巻に対する防護については，竜巻に対する影響評価を行い，安全施設

が安全機能を損なわないよう手順等を定める。 

 (1) 屋外の作業区画で飛散するおそれのある資機材，車両等については，飛

来時の運動エネルギ及び貫通力等を評価し，竜巻防護施設への影響の有無

を確認する。竜巻防護施設への影響を及ぼす資機材，車両等については，

固縛，固定，竜巻防護施設，竜巻防護施設を内包する施設及び竜巻飛来物

防護対策設備から離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。これら飛来物発

生防止対策について手順を定める。 

(2) 竜巻の襲来が予想される場合及び竜巻襲来後において，竜巻防護施設を

防護するための操作・確認，補修等が必要となる事項について手順を定め

る。 

1.12 参考文献 

 (1) 雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版 

 (2) 気象庁ホームページ  

 (3) 一般気象学 小倉義光，東京大学出版会 

記載表現の相違 
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玄海原子力発電所／東海第二発電所 設置変更許可申請書補正 比較表 【対象項目： 添付書類八第 6 条 】【担当 Gr.：プラ安向[外事]】

添八(6 条[竜巻])31/31 

玄海原子力発電所 3/4 号機設置変更許可申請書補正（平成 29 年 1 月） 東海第二発電所設置変更許可申請書補正（案） 補正理由，関係箇所整合性等 


